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令和８年２月９日 

福岡市監査委員

令和８年度 監査年間計画 

 

１ 位置付け 

 福岡市監査基準第８条及び福岡市監査基準細則第５条に基づき策定する監査年間計画で

ある。 
 

２ 実施する監査の種類及び対象等 

次の区分に応じて実施する。また、対象局区等及び団体並びに実施予定時期等は、別表

のとおりとする。 

(1) 監査 

① 財務監査 

ア 事務監査 

支出、契約等の財務に関する事務の執行等が適正かつ効率的に行われているかな

どについて監査を実施する。 

監査に当たっては、実施計画において、対象部局の業務内容や行財政上の課題等

を勘案のうえ、複数の局区等を横断して、重点的に監査を実施する事項を設定する。 

また、前年度監査における指摘事項等の改善状況を確認するため、対象課及び対

象事項を抽出し、フォローアップ監査を実施する。 

イ 工事監査 

抽出した工事等の設計、積算、施工等が適正かつ効率的に行われているかなどに

ついて監査を実施する。 

監査に当たっては、実施計画において、対象部局の業務内容や行財政上の課題等

を勘案のうえ、複数の局区等を横断して重点的に監査を実施する事項を設定する。 
 

② 財政援助団体等監査 

市が補助金交付等により財政援助を行っている団体、市が出資している団体（出資比    

率 25％以上）及び公の施設の管理者として指定している団体を対象に、出納その他の          

財務に関する事務の執行が財政的援助等の目的に沿って行われているかなどについて

監査を実施する。また、これにあわせて、当該団体を所管する局区等を対象に当該財政

援助等に関する財務監査も平行して実施する。 
 

③ 行政監査 

特定の施策・事業に係るテーマを設定し、事務の執行が適正かつ効果的・効率的に行

われているかなどについて監査を実施する。 

ア テーマ 

「庁用車の効率的な利用及び適正・適切な管理について」 

イ 選定理由 

本市では、公務を迅速かつ効果的に遂行するため、本庁、区役所及び出先事務所

に、一般職員が外勤等に使用する自動車（庁用車）が配置されている。この庁用車

については、本庁等においては、集中して管理する方式も導入されているが、その

多くは各所属で管理されている。 

このような状況を踏まえ、庁用車が、効率的に利用されているか、適正・適切に

管理が行われているか等について監査することは重要である。 
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ウ 実施内容 

庁用車について、利用が効率的に行われているか、その財産上の管理、運行上の

管理、安全対策等が適正・適切に行われているか等を検証する。 
 

 (2) 検査 

① 例月出納検査 

会計管理者等が保管する現金の毎月の出納について、現金の有高及び出納関係諸表

等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかにつ

いて検査を実施する。 

ア 実施体制 

事務監査課の各係で会計毎に分担し、検査を実施する。 

イ 着眼点 

・各帳簿等の計数は正確であるか。また、相互に照合し、計数は一致するか。 

・収入支出調書（公営企業会計については試算表）、現金預金有高調書及び金融機

関の預金残高証明書の各月末の現金預金残高を照合し、残高は一致するか。 

ウ 報告予定時期 

令和８年５月、８月、10 月、11 月及び同９年３月 
 

(3) 審査 

① 決算審査 

一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算について、決算その他関係書類が法令

に適合し、かつ正確であるかについて審査を実施する。 
 

② 基金運用状況審査 

地方自治法に規定する特定の目的のために定額の資金を運用する基金について、基

金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行わ

れているかについて審査を実施する。 
 

③ 健全化判断比率及び資金不足比率審査 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定する健全化判断比率及び資金不

足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正

確であるかについて審査を実施する。 
 

④ 内部統制評価報告書審査 

 市長が作成した財務に関する事務等の適正な管理及び執行の確保に関する評価報

告書（内部統制評価報告書）について、市長による評価が適切に実施され、内部統

制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかにつ

いて審査を実施する。 
 

３ その他 

本計画に定める監査等の執行にあたっては、監査委員の決定事項につき、代表監査委員

が事務局に具体的な調査を行わせる。 

また、必要と認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若

しくは関係人に対し、帳簿書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等か

ら意見を聴くことがある。（地方自治法第 199 条第 8 項） 

このほか、随時監査（同条第５項）、指定金融機関監査（同法第 235 条第 2 項）等を実

施する必要が生じたときは、法令及び監査基準に基づきこれを実施するものとする。 

 














